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県民経済計算とは、県経済の実態を把握するために、県民の経済活動によって一年間に生

み出された付加価値を、総合的・体系的に評価し、県経済の構造、規模、水準などを明らかに

する経済指標です。 

本書は、令和３年度（２０２１年度）の県民経済計算の推計結果をとりまとめたもので、

県経済の動きを統計表の形で平成２３年度（２０１１年度）から時系列的に掲載しております。

地域の経済分析や行政計画の策定、各種施策の推進、学術研究のための経済統計情報として広

く利用していただければ幸いです。 

最後に、この推計に際して貴重な資料を提供していただいた関係機関各位に厚くお礼申し

上げますとともに、今後一層の御協力をいただきますようお願いします。 

 
令和６年（２０２４年）５月 

 

熊本県企画振興部長 
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利用上の注意 

 

１ 推計方法 

県民経済計算は「県民経済計算標準方式」及び「県民経済計算推計方法ガイドライン」

（内閣府経済社会総合研究所国民経済計算部）に基づき、推計している。 

 

２ 遡及改定 

最新統計データの利用や推計方法の見直し等により、過去の推計値を遡及改定している

ので、過去の数値をご利用の際は、常に、最新の「県民経済計算報告書」に記載のある数

値を利用されたい。 

また、本資料の数値は「県民経済計算標準方式（平成２７年基準版）」により推計してお

り、平成２２年度（２０１０年度）以前の数値とは基準年が異なるため接続しない。 

 

３ 計数 

表章単位未満を四捨五入しているため、総数と内訳合計が一致しない場合がある。 

 

４ 統計表上の記号 

特殊処理 記号 

集計した結果がゼロ、表章桁未満 0 

ゼロ除算 － 

集計した結果が負数（数値がマイナス） ▲ 

集計に必要なデータがない *** 

 

  

注 
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５ 県民経済計算の仕組みと概念図 

（１） 仕組み 

 

  

域外からの要素所得（純）

生産・輸入品に課される税は、財・サービスの生産者に

課せられ、最終的にコストとして商品に加算される

補助金は市場価格を低めるために政府が産業に対して

支給するもの

生産者から見ると、生産・輸入品に課される税は、政府

に対する支払で、補助金は受取となる

県内雇用者報酬

給与、退職金など

営業余剰・混合所得

企業の利益など

企業所得

法人企業の経常利益など

総生産額（生産側）

原材料費、光熱水費など

生産、サービスなどの総額（出荷額・売上額など）

県民雇用者報酬

給与、退職金など

（現物給付のように現金としては受け取らないが、所得

と同じ効果をもたらすものを含む）

財産所得

利子や賃借料などの財産運用収入

分 配

県民所得（要素費用表示）

生産・輸入品に課される税－補助金

県内総資本形成

住宅投資、企業設備投資、公共投資など

移出入(純)・統計上の不突合

生産のために使われた建物・機械・設備など

の減耗分

固定資本減耗

支 出生 産

産出額

中間投入額

総生産額（支出側）

地方公共団体などが生産した行政サービスは自

ら消費したと考える

衣食住などの支出

地方政府等最終消費支出

民間最終消費支出
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（2）概念図 

下記の図は、県民経済計算の各種の概念を図示したものである。 

 

 
 

  

県内産出額
(市場価格表示)

県民総所得
(市場価格表示)

県内総生産（市場価格表示）

生
　
　
産
　
　
面

支
出
面

分
配
面

県内純生産
(要素費用表示)

県内総生産
(市場価格表示)

＋

＋
県内

総資本形成

＋

県内総生産
(市場価格表示)

県民所得
(要素費用表示)

統計上の不突合を含む

－

雇用者報酬 企業所得財産所得

県内総生産（市場価格表示）

　域外からの要素所得（純）

民間最終
消費支出

地方政府等

最終消費支出
移出入など＋

中間
投入

固定
資本
減耗

県内純生産（市場価格表示）

県内純生産（要素費用表示）

[生産・輸入品に課される税] ― [補助金]
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県民経済計算の概要 

１ 令和３年度（２０２1 年度）の概要 

 

6兆4173億円 県内総資本形成 1兆5836億円

県内総生産 （支出側）

+ 5.9% 民間最終消費支出

財貨・サービスの移出入（純） *** ▲ 4377億円

3兆4024億円

地方政府等最終消費支出 1兆3783億円

▲ 0.3%

+ 4.0%

+ 2.4%

県民所得 （分配側）

+ 9.9% 3兆1629億円

2651億円
4兆7453億円 1兆3173億円

県民雇用者報酬

財産所得（非企業部門）

企業所得 + 45.1%

+ 7.7%

▲ 0.1%

県内総生産 （生産側）

+ 5.9%

6兆4173億円

第1次産業

第2次産業

第3次産業

1712億円

1兆8402億円

4兆3377億円+ 4.1%

+ 9.5%

▲ 3.2%

第1次･第2次産業以外

鉱業、製造業、建設業

農業、林業、水産業

一人当たり県民所得

+ 10.5% 274万6千円

国民所得

+ 5.5% 395兆9324億円

一人当たり国民所得

+ 6.0% 315万5千円

県民所得

+ 9.9% 4兆7453億円

6兆4173億円 6兆3090億円 550兆5304億円 540兆7961億円

経済成長率と国内総生産額

名目 実質

+ 2.4% + 2.5%

経済成長率と県内総生産額

実質

+ 6.0%

名目

+ 5.9%

Ⅰ 
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（１） 経済の概況 

＜日本経済の概況＞ 

令和３年度（2021 年度）の日本経済は、長引く新型コロナウイルス感染症の影響下

にあったが、令和 3年 9月末の緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の解除以降は厳

しい状況が徐々に緩和され、持ち直しの動きがみられた。 

このような中、令和 3 年度（2021 年度）の国内総生産は、名目値で前年度比 2.4%増

の 550兆 5304億円、実質値で前年度比 2.5%増の 540兆 7961億円となった。 

＜熊本県経済の概況＞ 

令和３年度（2021 年度）の本県経済を県民経済計算からみると、県内総生産は製造

業、金融・保険業などが増加し、農林水産業などは減少したものの、名目値で前年度比

5.9％増の 6兆 4173億円、実質値では同 6.0％増の 6兆 3090億円となった。 

また、県民所得は、前年度比 9.9％増の 4兆 7453億円となった。 

 

 

図表１ 経済成長率（名目）の推移 ［％］ 
 

 

注 国値は「令和３年度(2021年度)国民経済計算年次推計（内閣府）」による。 

 

  

▲ 0.1

2.7
2.1

3.3

0.8

2.0 0.2

0.0

▲ 3.5

2.4

▲ 0.4

2.5

0.3

2.7

3.5
3.4

▲ 0.1

0.5

▲ 3.5

5.9

▲ 5.0

▲ 3.0

▲ 1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

国 熊本県

5



２ グラフで見る県民経済計算 

（１）県内総生産 
 

図表２ （生産側）県内総生産額と構成比  

 

注 県内総生産額に対する構成比。 

 

図表３ （生産側）産業別特化係数 

 

特化係数 

特化係数が 1.0より大きい場合、全国と比べて特徴のある産業といえる。 

計算方法 構成比（県）÷構成比（国） 

農林水産業

1712億円

2.7%
鉱業

60億円

0.1%

製造業

1兆3472億円

21.0%

電気・ガス・水道・

廃棄物処理業

1861億円

2.9%

建設業

4870億円

7.6%卸売・小売業

6356億円

9.9%

運輸・郵便業

2237億円

3.5%
宿泊・飲食サービス業

1004億円

1.6%

情報通信業

1845億円

2.9%

金融・保険業

2257億円

3.5%

不動産業

5963億円

9.3%

専門・科学技術、業務

支援サービス業

4610億円

7.2%

公務

4086億円

6.4%

教育

2894億円

4.5%

保健衛生・社会事業

7643億円

11.9%

その他のサービス

2624億円

4.1%

6兆4173億円

総生産額

R3

農林水産業（2.7）

鉱業（0.9）

製造業（1.0）

電気・ガス・水道・廃棄物処理業（1.0）

建設業（1.4）

卸売・小売業（0.7）

運輸・郵便業（0.9）

宿泊・飲食サービス業（1.1）

情報通信業（0.6）

金融・保険業（0.8）

不動産業（0.8）

専門・科学技術、業務支援サービス業（0.8）

公務（1.2）

教育（1.3）

保健衛生・社会事業（1.4）

その他のサービス（1.1）

1.0

2.0

3.0
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図表４ （生産側）増加寄与度 ［％］ 
 

 

増加寄与度 

増加寄与度とは、全体の増加率に対して、その産業の貢献度を示すものである。 

計算方法  

(当該産業の本年度総生産額－当該産業の前年度総生産額)÷全産業の前年度総生産額✕ 100 

 

 

 

図表５ （支出側・名目）県内総生産の対前年度増加率と項目別増加寄与度 ［％］ 
 

 
 

 

 

▲ 0.09

▲ 0.01
2.35

0.26

0.29

0.53

0.21

▲ 0.02

▲ 0.04

0.83

▲ 0.02

0.47

0.10

0.05

0.19

0.27

-0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5

農林水産業

鉱業

製造業

電気・ガス・水道・廃棄物処理業

建設業

卸売・小売業

運輸・郵便業

宿泊・飲食サービス業

情報通信業

金融・保険業

不動産業

専門・科学技術、業務支援サービス業

公務

教育

保健衛生・社会事業

その他のサービス

▲ 8.0

▲ 6.0

▲ 4.0

▲ 2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

民間最終消費支出 地方政府等最終消費支出 県内総資本形成

移出入(純)･統計上の不突合 対前年度増加率
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（２）県民所得 

図表６ （分配）県民所得の対前年度増加率と項目別増加寄与度 ［％］ 
 

 
 

 

 

図表７ 一人当たり県（国）民所得  
 

 
 

注 一人当たり県民所得は、県民所得の総額（企業所得等が含まれる）を県の総人口で割ったも

ので、個人の給与や実収入などを表したものではない。 

 

 

 

▲ 10.0

▲ 5.0

0.0

5.0

10.0

H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

県民雇用者報酬 財産所得（非企業部門） 企業所得 対前年度増加率

279.8万円 280.8万円

292.5万円
296.1万円

308.9万円 308.9万円
315.7万円 318.1万円 317.7万円

297.5万円

315.5万円

224.2万円 226.0万円

236.1万円

234.9万円

243.3万円
253.0万円

264.4万円
264.9万円

266.9万円

248.5万円

274.6万円

200.0

220.0

240.0

260.0

280.0

300.0

320.0

340.0

H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3

国 熊本県
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用語解説 

 

１ 基本概念 
 

(１)内ベース（地ベース）と民ベース（人ベース） 

｢内ベース（地ベース）｣とは｢属地主義｣であり、｢民ベース（人ベース）｣とは「属人主義｣である。 

｢内ベース（地ベース）｣は、生産活動に携わった人の勤務地に着目して推計するもので、｢県内総

生産｣で把握する。｢民ベース（人ベース）｣は、生産活動に携わった人の居住地に着目して推計する

もので、｢県民所得｣で把握する。 

なお、ここでいう｢人｣とは個人のみならず、法人企業、政府機関等経済主体全般を指す。 

(２)総（グロス）と純（ネット） 

｢固定資本減耗｣を含んで評価したものを｢総(グロス)概念｣といい、含めないで評価したものを｢純

(ネット)概念｣という。 

(３)市場価格表示と要素費用表示 

市場価格表示とは、文字通り市場で取引される価格による評価方法であり、消費税等の生産・輸

入品に課される税及び補助金（控除）を含んだ価格表示のことである。 

要素費用表示とは、各商品の生産のために必要とされる生産要素に対して支払われた費用（雇用

者報酬、営業余剰・混合所得及び固定資本減耗）による評価方法であり、生産・輸入品に課される

税及び補助金（控除）を含まない価格表示のことである。 

(４)名目値と実質値 

名目値とは、実際に市場で取り引きされている価格に基づいて推計された値である。 

実質値とは、基準年からの物価の上昇・下落分を取り除いた値である。インフレ・デフレによる

物価変動の影響を受けるため、経済成長率を見るときは、これらの要因を取り除いた実質値で見る

ことが多い。 

(５)連鎖価格方式デフレーター 

県民経済計算においては、基準時点の価格で比較時点の数量を評価した価額をもって実質値とし

｢名目値=実質値×デフレーター｣という関係を満たすように実質値及びデフレーターが作成されて

いる。 

前年の価格構造をウエイトに用いて当年の伸び率を計算し、それを毎年掛け合わせることにより

実質値を計算する方法を連鎖方式と呼ぶ。 

なお、名目価額から実質価額を算出するために用いられる価格指数をデフレーターといい、デフ

レーターで名目価額を除して実質価額を求めることをデフレーションと呼ぶ。 

(６)経済活動別分類と制度部門別分類 

経済活動別分類とは、財貨・サービスの生産についての意思決定を行う主体の分類である。経済

活動別分類は生産技術の同質性に着目した分類となっており、事業所（実際の作業を行う工場や事

務所など）が統計の基本単位となっている。 

経済活動別分類は、｢農林水産業｣｢鉱業｣｢製造業｣｢電気・ガス・水道・廃棄物処理業｣｢建設業｣｢卸

売・小売業｣｢運輸・郵便業｣｢宿泊・飲食サービス業｣｢情報通信業｣｢金融・保険業｣｢不動産業｣｢専門・

科学技術、業務支援サービス業｣｢公務｣｢教育｣｢保健衛生・社会事業｣｢その他のサービス｣からなり、

Ⅲ 
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大分類においては国際標準産業分類（ISIC rev.4）と可能な限り整合的なものとなっている。 

制度部門別分類とは、所得の受取や処分、資金の調達や資産の運用についての意思決定を行う主

体の分類である。所得支出勘定、資本勘定、金融勘定、調整勘定及び期末貸借対照表に用いられる。 

制度部門別分類による取引主体には非金融法人企業、金融機関、一般政府、家計（個人企業を含

む）及び対家計民間非営利団体の 5 制度部門がある。金融機関が独立部門として設定されているが、

これは、金融面の活動において金融機関は他の部門とは全く異なる行動をとるので金融機関を分離

する必要があることによる。 

(７)一般政府 

一般政府には、中央政府、地方政府及びそれらによって設定、管理されている社会保障基金が含

まれる。財貨・サービスの生産者という観点では非市場生産者であり、かつ公的部門に属する機関

から成り、政府により支配、資金供給され、非市場生産に携わる非営利団体も含まれる。 

中央政府には、国の一般会計のほか、特別会計の一部、独立行政法人等の一部が含まれる。地方

政府には、地方公共団体の普通会計のほか、公営事業会計の一部、地方独立行政法人の一部が含ま

れる。社会保障基金は、①政府により賦課・支配され、②社会の全体ないし大部分をカバーし、③

強制的な加入・負担がなされる、という基準を全て満たすものであり、公的年金や雇用保険を運営

する国の特別会計（保険事業特別会計）のほか、地方公共団体の公営事業会計のうち医療、介護事

業、公務員年金を運営する共済組合等が含まれる。 

なお、中央政府（国）の出先機関及び中央政府によって設定、管理されている社会保障基金（以下

「全国社会保障基金」という）の事務所等は、事業所としてはその存在地域に立地するが、制度単

位としての中央政府及び全国社会保障基金は、いずれの地域にも属さない擬制的な地域（以下「準

地域」という）に所在するものとする。地方政府及び地方政府によって設定、管理されている社会

保障基金（以下「地方社会保障基金という）は、その地域に存在するものとする。 

また、中央政府等の扱い変更により、地域区分の名称を次の様に使い分ける。地理的な区分は、

「県内・県外」とし、制度単位による概念的な区分は「域内・域外」とする。ここで、「域内」とは

自県の制度部門が所在するとする概念上の地域であり、「域外」とは他県の制度部門及び中央政府等

が所在するとする概念上の地域である。「域外」のうち地理的には存在しない地域（準地域）に中央

政府等を位置付ける。 

2015 年（平成 27 年）基準では、制度部門名として「中央政府等」、「地方政府等」の新たな名称

を使用する。「中央政府等」は、中央政府と全国社会保障基金であり、「地方政府等」は地方政府と

地方社会保障基金である。 

(８)対家計民間非営利団体 

対家計民間非営利団体は、政府によって支配、資金供給されているものを除き、家計に対して非

市場の財貨・サービスを提供する全ての我が国の居住者である非営利団体が含まれる。具体的には、

私立学校、政治団体、労働組合、宗教団体等が含まれる。 

(９)帰属計算 

財貨・サービスの提供又は享受に際して、実際にはその対価の受払が行われなかったにもかかわ

らず、それがあたかも行われたかのように擬制して計算を行うことを帰属計算という。 

代表的な例としては、持ち家に係る住宅賃貸料である帰属家賃や農家における農産物の自家消費

があり、その範囲は経済計算上の約束として決まっている。 

(10)持ち家の帰属家賃 

実際には家賃の受払を伴わない住宅等について、通常の借家や借間と同様のサービスが生産され

消費されるものとみなして、それを市場価格で評価した帰属計算上の家賃を「帰属家賃」という。 

持ち家は、所有者が自分自身を賃借人とする住宅賃貸業を営んでいるものとされ、生産面では不

動産業を営む個人企業の生産額に含まれ、分配面では個人企業所得（持ち家）に含まれる。これを

「持ち家の帰属家賃」という。 
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また、帰属家賃には、「持ち家の帰属家賃」以外に「給与住宅差額家賃」も含まれる。これは、給

与住宅に実際に支払われた家賃と市場評価額との差額分である。この差額分は、分配面では給与住

宅提供者から家計への現物給与として雇用者報酬に含まれる。 

なお、支出面では、実際に支払われた家賃とともに、給与住宅提供者が不動産業（住宅賃貸業）と

して生産しこれを家計が購入するとみなすことで、家計最終消費支出に含まれる。 

(11)FISIM（Financial Intermediation Services Indirectly Measured） 

FISIM（間接的に計測される金融仲介サービス）は、金融サービスの一形態である。 

金融仲介機関の中には、借り手と貸し手に対して異なる利子率を課したり支払ったりすることに

より、明示的には料金を課さずにサービスを提供することができるものがある（このような金融仲

介機関に資金を貸す人々（預金者）には他の場合よりも低い利子率を支払い、資金を借りる人々に

はより高い利子率を課する。）。こうした金融仲介機関による明示的には料金を課さないサービスの

価額を、間接的な測定方法を用いて推計したものが、FISIM である。産出された FISIM は、需要先

としては、サービスの利用者の消費（中間消費ないし最終消費支出）に配分される。 

 

 

２ 生産系列 
 

(１)県内総生産（生産側） 

県内総生産は、産出額から中間投入を控除したものであり、雇用者報酬、営業余剰・混合所得、固

定資本減耗、生産・輸入品に課される税（控除）補助金からなる。 

(２)中間投入 

生産者による財貨・サービスの生産の過程で原材料費・光熱費・間接費等として投入された財貨

やサービスを指す。生産者による FISIM の消費も中間投入に計上される。 

なお、機械設備や建物等の固定資産の減価償却分や人件費は含まれず、それぞれ固定資本減耗、

雇用者報酬として付加価値に含まれる。 

産出額から中間投入を控除したものが付加価値である。 

(３)固定資本減耗 

建物、構築物、機械設備、知的財産生産物等からなる固定資産について、これを所有する生産者

の生産活動の中で、物的劣化、陳腐化、通常の破損・損傷、予見される滅失、通常生じる程度の事故

による損害等から生じる減耗分の評価額を指す。 

(４)生産・輸入品に課される税 

原則として、①財貨・サービスの生産、販売、購入又は使用に関して生産者に課される租税で、②

税法上損金算入が認められ、③その負担が最終購入者へ転嫁されるものを指す。 

これは、生産者にとっては生産コストの一部を構成するものとみなされるという点で、「所得・富

等に課される経常税」や「資本税」とは区別される。 

なお、「関税」、「輸入品に係る内国消費税（消費税、酒税、たばこ税、揮発油税など）」は、輸入し

た事業所所在県で計上される。輸入品に課される税・関税の産業格付けは難しいため、欄外で一括

処理される。 

(５)補助金 

一般的に、①一般政府から市場生産者に対して交付され、②市場生産者の経常費用を賄うために

交付されるものであり、③財貨・サービスの市場価格を低下させるものであると考えられるもので

あること、という 3 つの条件を満たす経常交付金である。 
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市場生産者に対する支払であっても、投資を支援するための支払や運転資産の損失補填のための

支払については補助金には含まれず、「資本移転」に含まれる。 

また、一般政府内や対家計民間非営利団体に対する支払も、上記①を満たさないことから補助金

には記録されない。 

(６)営業余剰・混合所得 

生産活動から発生した付加価値のうち、資本を提供した企業部門の貢献分を指すもので、制度部

門としては、非金融法人企業、金融機関及び家計の 3 つの部門にのみ発生する。 

「営業余剰」は、生産活動への貢献分として、法人企業部門（非金融法人企業と金融機関）の取り

分を含むとともに、家計部門のうち持ち家分の取り分も含む。一方、「混合所得」は、家計部門のう

ち持ち家を除く個人企業の取り分であり、その中に事業主等の労働報酬的要素を含むことから、「営

業余剰」と区別して「混合所得」として記録される。 

(７)総資本形成に係る消費税 

財貨・サービスの出荷額、産出額は、消費税等の生産に課される税を含む生産者価格で記録し、

これをベースに推計した総資本形成には、消費税が含まれているという意味で「グロス」ベースで

記録する。一方で、税法上、課税業者の資本形成に係る消費税分は、他の仕入れに係る消費税とと

もに、当該事業者が消費税を納入する時点で納税額から控除できる制度（仕入税額控除という）が

採られている。総資本形成（総固定資本形成、在庫変動） については、この控除分を「総資本形成

に係る消費税」として除いた金額を記録する。グロスベースの総資本形成から、仕入税額控除分を

除く処理は「修正グロス方式」といわれる。生産側から県内総生産を計測する際も、この総資本形

成に係る消費税分について控除する必要があるが、経済活動別にこの控除額を分割することが困難

であるため、一括して控除処理を行っている。 

 

 

３ 分配系列 
 

(１)県民所得(分配） 

県民経済の循環のうち、生産活動で生み出された付加価値が、生産要素（労働力、土地、資本な

ど）の提供者及び企業にどのように分配されるかを捉えたもの。 

具体的には、労働力の提供者には賃金（雇用者報酬）、資本や土地の提供者には利子・配当・賃貸

料（財産所得）、企業には利潤（企業所得）として分配されるため、それらが表章項目となる。 

(２)雇用者報酬 

生産活動から発生した付加価値のうち、労働を提供した雇用者への分配額を指す。 

雇用者とは、市場生産者・非市場生産者を問わず生産活動に従事する就業者のうち、個人事業主

と無給の家族従業者を除く全ての者であり、法人企業の役員、特別職の公務員、議員等も含まれる。 

雇用者報酬は、内訳として、「賃金・俸給」と「雇主の社会負担」に分かれ、後者はさらに「雇主

の現実社会負担」と「雇主の帰属社会負担」に分かれる。 

賃金・俸給は、現金と現物の給与の双方を含む。このうち現金給与は、所得税や社会保険料のう

ち事業主負担分等の控除前の概念であり、一般雇用者の賃金、給料、手当、賞与等のほかに、役員

報酬（給与や賞与）、議員歳費等が含まれている。現物給与は、自社製品等の支給など、主として消

費者としての雇用者の利益となることが明らかな財貨・サービスに対する雇主の支出であり、給与

住宅差額家賃も含まれる。 

雇主の現実社会負担は、概念上、雇主の現実年金負担と雇主の現実非年金負担から成る。 

雇主の現実年金負担は、社会保障制度を含む社会保険制度のうち年金制度に係る雇主の実際の負

担金を指し、社会保障基金のうち公的年金制度への雇主の負担金とともに、厚生年金基金や確定給
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付企業年金、確定拠出企業年金等の年金基金への雇主の負担金が含まれる。 

一方、雇主の現実非年金負担には、社会保障制度のうち、医療や介護保険、雇用保険、児童手当に

関わる雇主の負担金等が含まれる。 

雇主の帰属社会負担は、概念上、雇主の帰属年金負担と雇主の帰属非年金負担から成る。 

雇主の帰属年金負担は、企業年金のような雇主企業においてその雇用者を対象とした社会保険制

度（雇用関係をベースとした社会保険制度）のうち確定給付型の退職後所得保障制度（年金と退職

一時金を含む）に関してのみ計上される概念であり、企業会計上、発生主義により記録されるこれ

ら制度に係る年金受給権のうち、ある会計期間における雇用者の労働に対する対価として発生した

増分（現在勤務増分）に、これら制度の運営費（「年金制度の手数料」と呼ばれる）を加えたものか

ら、これら制度に係る雇主の現実年金負担を控除したものとして定義される。 

一方、雇主の帰属非年金負担には、発生主義での記録を行わない退職一時金の支給額や､その他無

基金により雇主が雇用者に支払う福祉的な給付（私的保険への拠出金や公務災害補償）が含まれる。 

(３)財産所得 

財産所得は、金融資産の所有者である制度単位が他の制度単位に対して資金を提供する見返りと

して受け取る「投資所得」と、土地等の所有者である制度単位が他の制度単位に対してこれを提供

する見返りに受け取る「賃貸料」から成る。財産所得の受払は、全ての制度部門に記録する。さら

に内訳として、「利子」、「法人企業の分配所得」、「その他の投資所得」（以上が投資所得）及び「賃貸

料」に分かれる。 

(４)企業所得 

非金融法人企業、金融機関及び個人企業（家計に含まれる）の営業余剰・混合所得に受け取った

財産所得を加算し、支払った財産所得を控除したもの。企業所得は、民間法人企業所得、公的企業

所得及び個人企業所得に分類される。 

(５)可処分所得 

制度部門ごとの経常収入の合計から経常支出の合計を控除したもので、手元に残った処分可能な

所得を示す。 

可処分所得の経済的な意味としては、資産を処分したり負債を増やしたりすることなく、最大限

財貨やサービスの消費に使うことのできる価額ということになる。 

 

 

４ 支出系列 
 

(１)県内総生産（支出側） 

県内総生産を支出側からみたもので、消費や投資にどれだけ支出されたのかを捉えたもの。 

(２)民間最終消費支出 

家計最終消費支出と対家計民間非営利団体最終消費支出の合計。 

(３)家計最終消費支出 

家計（個人企業を除いた消費主体としての家計）の新規の財貨･サービスに対する支出であり、同

種の中古品、スクラップの純販売額（販売額－購入額）が控除される。土地と建物は含まれない。

また、農家における農産物の自家消費、持ち家の帰属家賃、賃金・俸給における現物給与等も計上

される。 
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(４)対家計民間非営利団体最終消費支出 

非市場生産者としての対家計民間非営利団体による財貨・サービスの産出額（これは雇用者報酬、

中間消費、固定資本減耗といった生産費用の積上げにより計測される）のうち、①家計への財貨・

サービスの販売収入で賄われる部分（「財貨・サービスの販売」と呼ぶ）や、②対家計民間非営利団

体自身の総固定資本形成に充てられる部分を除いた価額から成る。 

ここで、①には、例えば、私立学校（私立大学の附属病院を除く）の学費収入等が含まれ、②は、

対家計民間非営利団体に属する機関が自ら行う研究・開発（R&D）の総固定資本形成から成る。 

対家計民間非営利団体の最終消費支出は、対家計民間非営利団体により産出された財貨・サービ

スのうち、他の制度部門（家計）からの収入により賄われず、かつ、対家計民間非営利団体が自己

消費として使い尽くした部分を示している。 

(５)地方政府等最終消費支出 

地方政府等の産出額（中間投入＋雇用者報酬＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税）から、

他部門に販売した額（財貨・サービスの販売、例えば、公立学校の授業料） と自己勘定による総固

定資本形成（研究・開発）を差し引いたものに、現物社会移転（市場産出の購入）（社会保障による

医療費・介護費の給付等）を加えたもの。 

(６)県内総資本形成 

法人企業、一般政府、対家計民間非営利団体、家計（個人企業を含む）の支出（購入及び自己生産

物の使用）のうち中間消費及び非生産資産の購入とならないものであり、総固定資本形成と在庫変

動からなる。 

(７)総固定資本形成 

総固定資本形成は、有形又は無形の資産の取得であり、①住宅、②その他の建物・構築物、③機

械・設備、④育成生物資源（種畜、乳牛、果樹等）、⑤知的財産生産物（研究・開発、コンピュータ・

ソフトウェア等）を含む。 

(８)在庫変動 

在庫変動は、企業及び一般政府が所有する原材料、仕掛品、製品、流通品等の棚卸資産のある一

定期間における数量の変動を、その期間の市場価格で評価したものである。 

(９)財貨・サービスの移出入（純） 

財貨・サービスの移出入(純)には、移出と移入の差額が記録される。 

移出、移入は、域内の居住者と非居住者の間の財貨およびサービスの取引である。この中には、

居住者（非居住者）による域外（域内）での財貨・サービスの直接取引である直接購入を含む。ただ

し、労働や資産に対して支払われる雇用者報酬や財産所得などは域外から・域外への所得となり、

ここには含まれない。 

(10)統計上の不突合 

県内総生産のように、概念上一致すべきものであっても、支出側と生産側では推計方法が異なっ

ているため、推計値に乖離が生じることがある。この乖離を統計上の不突合という。県民経済計算

においては、生産側と支出側を一致させるために、支出側に表章される。 

(11)域外からの要素所得（純） 

生産要素に対して支払われる雇用者報酬や資産の貸借による財産所得に係る域外との受払であ

る。県民所得から県内純生産を差し引いて求める。 
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推計方法 

 

１ 県内総生産（生産側） 
 

産出額について  

産出額にＲ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフトウェア産出額を加算しているものについては「産出額（※）」と表

記する。なお、Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフトウェア産出額の推計方法については「19 企業内研究開発の

Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフトウェア産出額」を参照。 

１ 農林水産業 基礎資料 

１ 農業 

（１）農業（米麦生産業、その他の耕種農業、畜産業） 

ア 産出額（※） 耕種、畜産、農産加工の合計額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）農業サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×従業者数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

生産農業所得統計 

経済センサス-基礎調査 

内閣府資料 

２ 林業 

（１）育林業 

ア 産出額（※） ｢育林｣の生産額×（民有林の林野面積／全林野面積） 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）素材生産業 

ア 産出額（※） ｢木材生産｣産出額×（民有林の林野面積／全林野面積） 

＋｢薪炭生産｣産出額＋｢栽培きのこ類生産｣産出額＋｢林野副

産物採取｣産出額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

林業産出額 

農林業センサス 

熊本県産業連関表 

内閣府資料 

３ 水産業 

（１）海面漁業、海面養殖業 

ア 産出額（※） 漁業生産額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）内水面漁業、内水面養殖業 

ア 産出額（※） 数量×単価 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

漁業産出額 

漁業･養殖業生産統計 

漁業経営統計調査 

内閣府資料 

２ 鉱業 基礎資料 

ア 産出額 産出額（全国値）×従業者数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

経済センサス-基礎調査 

内閣府資料 

 

 

 

 

 

Ⅳ 
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３ 製造業 基礎資料 

ア 産出額（※） (販売電力収入を除く製造品出荷額等－転売商品の仕入額＋

在庫純増)×年度転換比率 

 ▷年度転換比率 (生産指数の年度値×産出物価指数の年度

値)／(生産指数の暦年値×産出物価指数の暦年値) 

イ 中間投入額 (原材料使用額等－製造関連外注費－転売商品の仕入額)×

年度転換比率＋政府手数料＋間接費+ FISIM消費額 

 ▷年度転換比率 (生産指数の年度値×投入物価指数の年度

値) ／(生産指数の暦年値×投入物価指数の暦年値) 

 ▷間接費 産出額×間接費比率 

 ▷FISIM消費額 産出額×FISIM消費比率 
 

工業統計調査 

経済構造実態調査 

経済センサス-活動調査 

製造業部門別投入・産出

物価指数 

熊本県鉱工業指数 

内閣府資料 

４ 電気・ガス・水道・廃棄物処理業 基礎資料 

１ 電気業 

（１）発電部門 

ア 産出額 産出額（全国値）×発電金額の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）送配電部門 

ア 産出額 産出額（全国値）×消費電力の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

電力調査統計 

決算資料 

関係機関照会 

内閣府資料 

２ ガス・熱供給業 

ア 産出額（※） 営業収入額 

イ 中間投入額 関係機関から収集した数値等を積み上げ＋政府手数料＋

FISIM消費額 
 

 

関係機関照会 

内閣府資料 

３ 水道業 

ア 産出額（※） 営業収入総額－受託工事収益－受水費 

イ 中間投入額 関係機関から収集した数値等を積み上げ＋政府手数料＋

FISIM消費額 
 

 

地方公営企業決算状況調査 

熊本県公営企業決算書 

内閣府資料 

４ 廃棄物処理業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢廃棄物処理業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

内閣府資料 

５ （政府）下水道 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

６ （政府）廃棄物処理 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

５ 建設業 基礎資料 

１ 建築工事・土木工事 

ア 産出額（※） 建設投資推計額（全国値）×出来高ベース工事高の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

建設投資見通し 

建設総合統計 

内閣府資料 
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５ 建設業（続き） 基礎資料 

２ 補修工事 

ア 産出額 建築工事・土木工事の産出額×建設補修率 

 ▷建設補修率 

(｢建設｣の中の｢建設補修｣)／(｢建設｣－｢建設補修｣) 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

熊本県産業連関表 

建設工事施工統計調査 

内閣府資料 

６ 卸売・小売業 基礎資料 

１ 卸売業 

ア 産出額 産出額（全国値）×卸売業分割比率 

 ▷卸売業分割比率 産業別卸売業年間販売額等の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

商業統計 

商業動態統計 

四半期別法人企業統計 

内閣府資料 

２ 小売業 

ア 産出額 産出額（全国値）×小売業分割比率 

 ▷小売業分割比率 産業別小売業年間販売額等の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

７ 運輸・郵便業 基礎資料 

１ 鉄道業 

ア 産出額（※） 関係機関から収集した数値等を積み上げ 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

決算資料 

内閣府資料 

２ 道路運送業 

（１）道路旅客業 

ア 産出額（※） ・関係機関から収集した数値等を積み上げ 

・営業収入×分割比率 

 ▷分割比率 輸送人員数の対九州比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）道路貨物輸送業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢道路貨物運送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 輸送トン数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

九州運輸局資料 

自動車輸送統計年報 

第 3次産業活動指数 

３ 水運業 

（１）外洋輸送業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢外航貨物水運業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 外国貿易貨物量(輸出)の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）沿海・内水面輸送業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢内航貨物水運業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

港湾統計 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 
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７ 運輸・郵便業（続き） 基礎資料 

（３）港湾運送業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢水運貨物運送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 海上出入貨物量(輸移出＋輸移入)の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

港湾統計 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

 

４ 航空運輸業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 

・｢国内航空旅客運送｣｢国内航空貨物運送｣の年度指数／暦年指数 

・｢国際航空旅客運送｣｢国際航空貨物運送｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 

・｢空港間旅客数×空港間キロ数｣の対全国比 

・乗客数（発便）の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

航空輸送統計 

空港管理状況 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

５ その他の運輸業 

（１）貨物運送取扱業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢鉄道貨物運送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）倉庫業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢倉庫業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 普通倉庫の年度平均月末在庫量の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（３）こん包業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢こん包業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（４）道路輸送施設提供業 

ア 産出額 ・産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 等 

 ▷年度転換比率 

第３次産業活動指数の該当項目から年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 各項目の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（５）水運施設管理・その他の水運附帯サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢水運貨物運送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

倉庫統計季報 

自動車駐車場年報 

決算資料 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 
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７ 運輸・郵便業（続き） 基礎資料 

（６）航空施設管理・その他の航空附帯サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢航空旅客運送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 航空運輸業（推計値）の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（７）旅行・その他の運輸附帯サービス業 

ア 産出額 （産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率）＋民泊産出

額のうち仲介業者への支払 

 ▷年度転換比率 ｢旅行業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

６ 郵便業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢郵便業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

７ （政府）水運施設管理 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

８ （政府）航空施設管理 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

８ 宿泊・飲食サービス業 基礎資料 

１ 飲食サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢飲食店、飲食サービス業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

２ 旅館・その他の宿泊所 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢宿泊業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

９ 情報通信業 基礎資料 

１ 電信・電話業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 

・｢通信業｣の年度指数／暦年指数 

・「インターネット附随サービス業」の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

テレコムデータブック 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 
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９ 情報通信業（続き） 基礎資料 

２ 放送業 

（１）公共放送業 

ア 産出額（※） 受信料収入＋交付金収入 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）民間放送業 

ア 産出額（※） 放送収入＋制作収入＋番組販売収入－代理店手数料 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（３）有線放送業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢放送業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

決算資料 

関係機関照会 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

 

３ 情報サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢情報サービス業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

４ 映像・音声・文字情報制作業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 

｢映像・音声・文字情報制作業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

10 金融・保険業 基礎資料 

１ 金融業 

（１）日本銀行 

ア 産出額（※） コスト総額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）預金取扱機関 

ア 産出額（※） FISIM産出額＋受取手数料 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（３）その他の金融機関（非仲介型金融機関及び FISIM 対象外金融仲介機関） 

ア 産出額（※） 受取手数料（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 従業者数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

決算資料 

関係機関照会 

内閣府資料 

経済センサス-基礎調査 

２ 保険業 

（１）生命保険 

ア 産出額（※） 受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備金純増 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

決算資料 

関係機関照会 

内閣府資料 
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10 金融・保険業（続き） 基礎資料 

（２）年金基金 

ア 産出額（※） 産出額（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 加入者数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（３）非生命保険 

ア 民間非生命保険及び公的非生命保険 

(ア)産出額（※） 受取保険料＋財産運用純益－支払保険金－準備金純増 

(イ)中間投入額 産出額×中間投入比率 

イ 定型保証 

(ア)産出額（※） 受取保証料＋財産運用純益－純債務肩代わり 

(イ)中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

決算資料 

関係機関照会 

内閣府資料 

11 不動産業 基礎資料 

１ 住宅賃貸業 

ア 産出額 家賃(支出系列推計値－民泊部分)＋民泊総産出額のうち住

宅宿泊サービス支払額＋自社開発ソフトウェア産出額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

内閣府資料 

 

２ 不動産仲介業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢不動産取引業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

３ 不動産賃貸業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢不動産賃貸業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

12 専門・科学技術、業務支援サービス業 基礎資料 

１ 研究開発サービス 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢学術・開発研究機関｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

２ 広告業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢広告業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 
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12 専門・科学技術、業務支援サービス業（続き） 基礎資料 

３ 物品賃貸サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢物品賃貸業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

４ その他の対事業所サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 

第３次産業活動指数の該当項目からの年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

５ 獣医業 

ア 産出額 産出額（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 獣医事従事者の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

獣医師の届出状況 

６ （政府）学術研究 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

７ （非営利）自然・人文科学研究機関 「18 非市場生産者（非営利）」を参照。  

13 公務 基礎資料 

「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

14 教育 基礎資料 

１ 教育 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢学術・開発研究機関｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

２ （政府）教育 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

３ （非営利）教育 「18 非市場生産者（非営利）」を参照。  

15 保健衛生・社会事業 基礎資料 

１ 医療業 

ア 産出額（※） （①＋②＋③＋④）×（１＋保険外診療比率） 

①公費負担分（全国値）×分割比率 

②保険者等負担分 

③後期高齢者医療給付分 

④患者負担分（全国値）×分割比率 

 ▷保険外診療比率 保険外診療収入／保険診療収入 

 ▷分割比率 各診療報酬確定金額の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

国民医療費 

年度統計 

後期高齢者医療事業状況報告 

経済センサス-活動調査 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 
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15 保健衛生・社会事業（続き） 基礎資料 

２ 保健衛生業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢保健衛生｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

 

３ 社会福祉業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢社会福祉・介護事業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

 

４ 介護 

ア 産出額 介護給付・予防給付費用額＋市町村特別給付費用額＋自社開

発ソフトウェア産出額 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

介護保険事業状況報告 

５ （政府）保健衛生、社会福祉 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

６ （非営利）社会福祉 「18 非市場生産者（非営利）」を参照。  

16 その他のサービス 基礎資料 

１ 自動車整備・機械修理業 

（１）自動車整備業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢自動車整備業（家庭用車両）｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 自動車保有車両数の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 

（２）機械修理業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢機械修理業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

九州運輸局資料 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

 

２ 会員制企業団体 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢複合サービス事業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

３ 娯楽業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢娯楽業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 
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16 その他のサービス（続き） 基礎資料 

４ 洗濯・理容・美容・浴場業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 ｢洗濯・理容・美容・浴場業｣の年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

５ その他の対個人サービス業 

ア 産出額 産出額（全国値）×年度転換比率×分割比率 

 ▷年度転換比率 

第３次産業活動指数の該当項目からの年度指数／暦年指数 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

 

内閣府資料 

第 3次産業活動指数 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

６ （政府）社会教育 「17 非市場生産者（政府）」を参照。  

７ （非営利）社会教育 「18 非市場生産者（非営利）」を参照。  

８ （非営利）その他 「18 非市場生産者（非営利）」を参照。  

17 非市場生産者（政府） 基礎資料 

ア 産出額 雇用者報酬＋中間投入額＋固定資本減耗＋生産・輸入品に課される税 

 ▷雇用者報酬 決算書から積み上げ＋公務員住宅賃貸差額家賃 

 ▷中間投入額 下記イ 

 ▷固定資本減耗 産出額×固定資本減耗比率（全国値） 

 ▷生産・輸入品に課される税 決算書等から積み上げ 

イ 中間投入額 決算書から積み上げ＋FISIM消費額－ソフトウェア 
 

関係機関照会 

地方財政統計年報 

地方財政状況調査 

熊本県歳入歳出決算事項別明細書 

熊本県公有財産表 

市町村財政の概要 

国民経済計算年次推計 

内閣府資料 

18 非市場生産者（非営利） 基礎資料 

ア 産出額 産出額（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 ｢従業者数×1人当たり現金給与｣の対全国比 

イ 中間投入額 産出額×中間投入比率 
 

内閣府資料 

経済センサス-基礎調査 

毎月勤労統計(地方調査) 

19 企業内研究開発のＲ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフトウェア産出額 基礎資料 

１ 企業内研究開発のＲ＆Ｄ産出額 

ア 推計方法 経済活動別企業内研究開発のＲ＆Ｄ産出額（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 ｢研究者･技術者｣の経済活動別人数の対全国比 
 

 

内閣府資料 

国勢調査 

２ 自社開発ソフトウェア産出額 

ア 推計方法 産出額（経済活動別）×自社開発ソフトウェア産出額比率（全国値） 
 

 

内閣府資料 

20 輸入品に課される税・関税 基礎資料 

ア 推計方法 輸入品に課される税・関税（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 総生産（経済活動の計）の対全国比 
 

 

内閣府資料 

21 （控除）総資本形成に係る消費税 基礎資料 

支出系列における県内総資本形成の税額控除額  
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22 固定資本減耗 基礎資料 

１ 市場生産者の経済活動別固定資本減耗 

ア 推計方法 産出額（経済活動別）×固定資本減耗比率（全国値） 
 

 

内閣府資料 

２ 非市場生産者（政府）の経済活動別固定資本減耗 

 「17 非市場生産者（政府）」を参照。 

 

内閣府資料 

３ 非市場生産者（非営利）の経済活動別固定資本減耗 

「18 非市場生産者（非営利）」を参照。 

 

内閣府資料 

23 生産・輸入品に課される税（控除）補助金 基礎資料 

１ 生産・輸入品に課される税 

ア 推計方法 生産・輸入品に課される税（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 総生産（経済活動別）の対全国比 
 

 

内閣府資料 

２（控除）補助金 

ア 推計方法 補助金（全国値）×分割比率 

 ▷分割比率 総生産（経済活動別）の対全国比 
 

 

内閣府資料 
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２ 県民所得（分配） 
 

１ 県民雇用者報酬 基礎資料 

１ 賃金・俸給 

（１）現金給与 

ア 農林水産業 

（ア）農業 

農家 一戸当たり農業雇入費×販売農家戸数 

その他 一人当たり雇用者報酬（全国平均）×一人当たり現金給与の対全

国比×農業法人雇用者数 

（イ）林業 

林家 林業の県内純生産額×林野面積の県別個人分割合×雇用労賃率 

その他 一人当たり雇用者報酬（全国平均）×一人当たり現金給与の対全

国比×林業法人雇用者数 

（ウ）水産業 

水産業の県内純生産額×雇用労賃率 

（エ）有給家族従業者の現金給与の加算 

有給家族従業者一人当たり年間平均給与×有給家族従業者数 

イ 農林水産業以外の産業 

（ア）常用雇用者の賃金・俸給 

常用雇用者数×常用雇用者一人当たり賃金・俸給 

▷常用雇用者数＝（雇用者数×二重雇用比率）－臨時・日雇従業者数 

（イ）臨時・日雇の賃金 

雇用者数×一人当たり年間現金給与額 

（２）役員報酬（給与・賞与） 

一人当たり役員給与・賞与×役員数 

（３）議員歳費等 

直接照会、各決算資料より推計 

（４）現物給与 

現金給与所得×現物給与比率 

（５）給与住宅差額家賃  

（1か月 1㎡当たり市中平均家賃（民営借家）－1か月 1㎡当たり給与住宅家賃）

×（給与住宅数×給与住宅 1住宅当たり延べ床面積）×12か月 

 

関係機関照会 

農業構造動態調査 

農林業センサス 

法人企業統計年報 

毎月勤労統計(地方調査) 

経済センサス-基礎調査 

林業経営統計調査 

漁業経営統計調査 

国勢調査 

内閣府資料 

民間給与実態統計調査 

賃金構造基本統計調査 

財政収支調査 

地方財政状況調査 

住宅・土地統計調査 

 

２ 雇主の社会負担 

（１）雇主の現実社会負担 

ア 社会保障基金に係る雇主の現実社会負担 

直接照会、国民経済計算の計数を職員数などの対全国比で按分して推計 

イ その他の社会保険制度に係る雇主の現実社会負担 

各事業年報等の計数を保険料収納済額などの対全国比で按分して推計 

（２）雇主の帰属社会負担 

ア 雇主の帰属年金負担 

現在勤務増分＋年金制度の手数料－確定給付型年金に係る雇主の現実年金負担 

イ 雇主の帰属非年金負担 

（ア）退職一時金（政府分等） 

直接照会、決算書等より推計 

（イ）公務災害補償費 

直接照会、決算書等より推計 

（ウ）その他 

現金給与×国の推計における現金給与に対する“その他”の「雇主の帰属非年

金負担」の比率 

 

全国健康保険協会事業年報 

厚生年金保険・国民年金事業年報 

労働者災害補償保険事業年報 

雇用保険事業年報 

国民健康保険事業年報 

地方財政状況調査 

後期高齢者医療事業状況報告 

国民経済計算年次推計 

児童(子ども)手当事業年報 

関係機関照会 

介護保険事業状況報告 

勤労者退職金共済機構統計資料 
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２ 財産所得（非企業部門） 基礎資料 

項目別（利子、法人企業の分配所得、その他の投資所得、賃貸料）、制度部門別（非金

融法人企業、金融機関、地方政府等、家計（個人企業を含む）、対家計民間非営利団体）

に推計を行う。 
 

１ 利子 

（１）非金融法人企業 

ア 受取利子、イ 支払利子 

（ア）民間企業 全国値（FISIM調整後）×営業余剰の対全国比 

（イ）公的企業 全国値（FISIM調整後）×営業余剰の対全国比 

（２）金融機関 

ア 受取利子、イ 支払利子 

（ア）民間金融機関 

全国値(FISIM調整前）×各種按分指標の対全国比＋FISIM調整分 

（イ）公的金融機関 

全国値(FISIM調整前）×各種按分指標の対全国比＋FISIM調整分 

▷非生命保険分は、決算統計からの積み上げ 

（３）地方政府等 

ア 受取利子、イ 支払利子 

（ア）県・市町村    決算統計から積み上げ 

（イ）地方社会保障基金 全国値(FISIM調整前）×産出額の対全国比 

（４）家計 

ア 受取利子 

（ア）一般預貯金利子 

全国値（FISIM 調整前）×預金残高の個人分割合×個人預金残高の対全国比

＋FISIM調整分 

（イ）社内預金利子 

全国値（FISIM調整前）×個人預金残高の対全国比＋FISIM調整分 

（ウ）有価証券利子 

全国値（FISIM調整前）×個人預金残高の対全国比＋FISIM調整分 

（エ）信託利子 

（家計の受取利子総額－一般預貯金利子（家計分）－社内預金利子－有価証券

利子（家計分））×個人預金残高の対全国比 

イ 支払利子 

（ア）消費者負債利子 

ａ 全国銀行（銀行勘定）、その他 

全国値（FISIM調整前）×負債現在高（住宅・土地のための負債を除く）

の対全国比＋FISIM調整分 

ｂ 生命保険会社 

全国値（FISIM調整前）×保有契約高（個人保険・団体保険）の対全国

比＋FISIM調整分 

（イ）持ち家（住宅支払利子） 

全国値（FISIM調整前）×住宅・土地のための負債額の対全国比＋FISIM調

整分 

（ウ）農林水産業 

全国値（FISIM調整後）×貸付金残高の対全国比 

（エ）非農林水産業 

全国値（FISIM調整後）×個人企業数の対全国比 

（５）対家計民間非営利団体 

ア 受取利子、イ 支払利子 

全国値（FISIM調整前）×従業者数の対全国比＋FISIM調整分 

 

内閣府資料 

財政収支調査 

国民経済計算年次推計 

日本銀行統計資料 

損害保険料率算出機構統計集 

地方財政状況調査 

全国消費実態調査 

全国家計構造調査 

国勢調査 

生命保険事業概況 

農林中金総合研究所統計資料 

経済センサス-基礎調査 
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２ 財産所得（非企業部門）（続き） 基礎資料 

２ 法人企業の分配所得 

（１）非金融法人企業 

全国値×営業余剰の対全国比 

（２）金融機関 

全国値×営業余剰の対全国比 

（３）地方政府等 

（ア）県・市町村    公営住宅貸付収入等を積み上げ 

（イ）地方社会保障基金 宿舎貸付料等を積み上げ 

（４）家計 

全国値×配当所得の対全国比 

（５）対家計民間非営利団体 

全国値×従業者数の対全国比 

 

内閣府資料 

地方財政状況調査 

財政収支調査 

国税庁統計年報 

 

３ その他の投資所得 

（１）保険契約者に帰属する投資所得 

ア 生命保険の帰属収益 

全国値を分割して推計 

イ 非生命保険の帰属収益 

全国値×「火災保険＋自動車保険＋自賠責保険の（保険料収入－支払保険金）」の

対全国比 

ウ 定型保証の帰属収益 

県内所在定型保証機関の運用資産の財産運用純益を推計 

エ 保険契約者配当 

全国値を分割して推計 

（２）年金受給権に係る投資所得 

全国値×厚生年金保険の保険料収納済額の対全国比 

（３）投資信託投資者に帰属する投資所得 

全国値×預金残高の対全国比 

 

内閣府資料 

損害保険料率算出機構統計集 

決算資料 

国民経済計算年次推計 

厚生年金保険・国民年金事業年報 

日本銀行統計資料 

 

 

４ 賃貸料 

（１）非金融法人企業 

ア 受取 全国値×法人決定価格の対全国比 

イ 支払 全国値×法人決定価格の対全国比 

（２）金融機関（民間） 

全国値×法人決定価格の対全国比 

（３）地方政府等 

決算書等より積み上げ 

（４）家計 

ア 受取 

県支払賃貸料×受取賃貸料（全国値）／支払賃貸料（全国値） 

イ 支払 

（ア）農林水産業 

（田の 10a当たり賃借料×田の県別借入耕地面積）＋（畑の 10a当たり賃借

料×畑の県別借入耕地面積） 

（イ）非農林水産業 

持ち家のうち、店舗その他併用住宅で敷地が借地の戸数×一世帯当たり地代

×修正倍率 

（ウ）持ち家 

持ち家のうち、専用住宅で敷地が借地の戸数×一世帯当たり地代×修正倍率 

 

内閣府資料 

固定資産等の価格等の概要調書 

地方財政統計年報 

田畑価格及び賃借料調 

農林業センサス 

住宅・土地統計調査 

家計調査 

全国消費実態調査 

全国家計構造調査 
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２ 財産所得（非企業部門）（続き） 基礎資料 

（５）対家計民間非営利団体 

全国値×従業者数の対全国比 

内閣府資料 

経済センサス-基礎調査 

３ 企業所得 基礎資料 

営業余剰・混合所得に財産所得の受取（純）（＝受取－支払）を加えたもの。  

１ 民間法人企業 

（１）非金融法人企業 

生産系列で推計された経済活動別営業余剰・混合所得－金融・保険業の営業余剰－

家計（個人企業）の営業余剰・混合所得－公的非金融法人企業の営業余剰 

▷残差として推計 

（２）金融機関 

生産系列で推計された金融・保険業の営業余剰 

 

 

２ 公的企業 

（１）非金融法人企業 

ア 県・市町村 

各決算書の損益計算書から計上 

イ 独立行政法人・特殊法人等 

県内機関分を直接照会、又は、全国値×対全国比 

（２）金融機関 

生産系列で推計された金融・保険業の営業余剰 

 

関係機関の財務諸表等 

内閣府資料 

財政収支調査 

県公社等損益計算書 

地方財政状況調査 

地方公営企業決算状況調査 

３ 個人企業 

（１）農林水産業 

生産系列で推計された農林水産業純生産額－県内ベースの農林水産業雇用者報酬

－（民間法人企業所得×農林水産業割合×営業余剰への転換比率） 

（２）その他の産業 

ア 個人業主 個人企業の一個人当たり本業混合所得×所得格差×個人企業数 

イ 内職   一企業当たり本業混合所得×内職所得比率×内職者数 

ウ 兼業   一企業当たり本業混合所得×兼業比率×個人企業数 

（３）持ち家 

持ち家の帰属家賃×国の営業余剰率 

 

熊本県税務課資料 

国民経済計算年次推計 

内閣府資料 

国税庁統計年報 

国勢調査 
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３ 県内総生産（支出側） 
 

１ 民間最終消費支出 基礎資料 

１ 家計最終消費支出 

13目的別消費支出額(国民ベース・国値)×消費支出額割合（13目的別） 
 

（１）消費支出額割合（調査年次） 

年間消費支出＋直接推計値（県値）／年間消費支出＋直接推計値（全国値） 

▷13目的別に推計 

ア 年間消費支出 

一世帯当たり１か月平均消費支出×12か月×世帯数 

（ア）一世帯当たり１か月平均消費支出 

全国家計構造調査（全国消費実態調査）から、二人以上の世帯及び単身世帯別

に 13目的別消費額の一世帯当たり消費支出額を積み上げ 

▷直接推計項目、消費支出以外の支出（仕送り金等）を除く 

（イ）世帯数 

国勢調査から二人以上世帯と単身世帯別に推計 

イ 直接推計値 

（ア）生命保険サービス 

生産系列で推計される生命保険の産出額（Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフト

ウェア産出額を除く） 

（イ）年金基金サービス 

生産系列で推計される年金基金の産出額（Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフト

ウェア産出額を除く） 

（ウ）証券手数料 

証券手数料（全国値）×分割比率 

▷分割比率 二人以上世帯の一世帯当たり有価証券の額×世帯数の対全国比 

（エ）FISIM消費額 

分配系列で推計される消費者家計 FISIM消費額 

（オ）家賃（持ち家の帰属家賃を含む） 

住宅総床面積×単価（１㎡当たり家賃） 

（カ）非生命保険のサービス料 

生産系列で推計される非生命保険の産出額（Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフ

トウェア産出額を除く）×家計分割合 

▷家計分割合 分配系列で推計される「非生命保険金及び非生命保険純保険

料」推計における制度部門分割比率のうち家計分 

（キ）自動車購入額 

新車登録台数×平均単価 

（ク）医療費（自己負担分） 

生産系列で推計される保険適用となる傷病治療費のうち患者負担分及び保険

適用外の支払い分 

（ケ）介護費（自己負担分） 

生産系列で推計される介護の産出額（Ｒ＆Ｄ産出額及び自社開発ソフトウェ

ア産出額を除く）から分配系列で推計される介護の現物社会移転（福祉用具購

入分を除く）を除く 

 

 

全国消費実態調査 

全国家計構造調査 

国勢調査 

住民基本台帳人口移動統計調査 

住宅・土地統計調査 

建築着工統計調査 

消費者物価指数 

全県及び都道府県別車種別年間登録台数 

軽自動車新車新規車種別･銘柄別･都道府

県別検査（販売）台数 

熊本県産業連関表 

小売物価統計調査（動向編） 

国民経済計算年次推計 

内閣府資料 

財政収支調査 
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１ 民間最終消費支出（続き） 基礎資料 

（２）消費支出額割合（補間年及び補外年） 

年間消費支出＋直接推計値（県値）／年間消費支出＋直接推計値（全国値） 

ア 年間消費支出 

一世帯当たり１か月平均消費支出×12か月×世帯数 

（ア）一世帯当たり１か月平均消費支出 

平成22年度から平成25年度まで 平成21年調査と平成26年調査間の等比補間 

平成27年度から平成30年度まで 平成26年調査と令和元年調査間の等比補間 

令和2年度以降 平成 26年調査と令和元年調査間の等比補間の

推計年率で延長 

（イ）世帯数 

国勢調査の数値をベンチマークとし、二人以上世帯は人口移動統計調査によ

る世帯数で補間・補外推計、単身世帯は直線推計 

（３）13 目的別消費支出額（国民ベース・国値） 

13目的別消費支出額（国内ベース・国値）＋居住者家計の海外での直接購入額－

非居住者家計の国内での直接購入額 

 

２ 対家計民間非営利団体最終消費支出 

「非市場生産者（非営利）」部門の産出額－財貨・サービスの販売－自己勘定総固定

資本形成（Ｒ＆Ｄ） 
 

（１）非市場生産者（非営利）部門の産出額 

生産系列の非市場生産者（非営利）の産出額 

（２）財貨・サービスの販売 

「地方政府等最終消費支出」を参照 

（３）自己勘定総固定資本形成（Ｒ＆Ｄ） 

「地方政府等最終消費支出」を参照 

 

２ 地方政府等最終消費支出 基礎資料 

１ 地方政府等最終消費支出 

非市場生産者（政府）部門の産出額－財貨・サービスの販売－自己勘定総固定資本形

成（Ｒ＆Ｄ）＋現物社会移転（市場産出の購入） 

▷全て地方政府等分 
 

（１）非市場生産者（政府）部門の産出額（地方政府等） 

生産系列で推計される非市場生産者（政府）分の産出額 

（２）財貨・サービスの販売（地方政府等） 

決算書から積み上げ 

（３）自己勘定総固定資本形成（Ｒ＆Ｄ）（地方政府等） 

一般政府のＲ＆Ｄ産出額（全国値）×非市場生産者（政府）の産出額の対全国比 

（４）現物社会移転（市場産出の購入） 

ア 社会保障制度の医療・介護保険給付分のうち地方社会保障基金分 

イ 公費負担医療給付のうち地方政府（都道府県・市町村）分 

 

地方財政状況調査 

国民経済計算年次推計 

産業連関表 

内閣府資料 

財政収支調査 

３ 県内総資本形成 基礎資料 

１ 総固定資本形成 

（１）住宅投資 

ア 民間住宅 

（民間住宅（改装・改修以外）＋公的住宅）×居住用年度計工事費の対全国比＋民

間住宅（改装・改修）×民間建築住宅維持・修繕工事費の対全国比－公的住宅 

 

建設総合統計 

建設工事施工統計 
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３ 県内総資本形成（続き） 基礎資料 

イ 公的住宅 

決算書等から積み上げ 

（２）民間企業設備 

ア 製造業 

有形固定資産（取得額＋建設仮勘定増加額）の対全国比 

イ 製造業以外 

投資額（全国値）×投資税額控除比率（全国値）又は産出額の対全国比 

（３）公的企業設備 

決算書等から積み上げ＋Ｒ＆Ｄ投資額＋娯楽作品原本 

▷Ｒ＆Ｄ投資額 

決算書等から積み上げた額×公的企業Ｒ＆Ｄ投資額比率（全国値） 

▷娯楽作品原本 

全国値×｢放送業｣｢映像･音声･文字情報制作業｣売上額合計の対全国比 

（４）一般政府 

決算書等から積み上げ＋コンピュータ・ソフトウェア及びＲ＆Ｄ投資額比率（全国値） 

地方財政状況調査 

地方財政統計年報 

工業統計 

経済構造実態調査 

経済センサス-活動調査 

国民経済計算年次推計 

生産農業所得統計 

財政収支調査 

内閣府資料 

２ 在庫変動 

（１）実質在庫変動 

年度末実質在庫残高－前年度末実質在庫残 

ア 実質在庫残高 

自県の名目在庫残高／在庫残高デフレーター（年度末） 

イ 名目在庫残高 

自県の名目在庫残高×名目在庫残高比率（全国値） 

▷自県の名目在庫残高(年度末) 名目産出額×名目在庫残高比率（全国値） 

▷名目在庫残高比率(全国値)  全国の名目在庫残高／全国の名目産出額 

（２）名目在庫変動 

実質在庫変動×在庫変動デフレーター（年度平均） 

国民経済計算年次推計 

内閣府資料 

 

３ 税額控除額 

（１）住宅 

ア 民間住宅 なし 

イ 公的住宅 なし 

（２）企業設備 

ア 民間企業設備 投資額（修正グロス表示）×投資税額控除比率 

イ 公的企業設備 投資額（グロス表示）×投資税額控除比率 

（３）一般政府 なし 

（４）在庫変動 

在庫変動額（修正グロス表示）×在庫変動額の控除比率（全国値） 

▷在庫変動額の控除比率（全国値） 

(控除)総資本形成に係る消費税（在庫変動）／在庫変動（修正グロス表示） 

内閣府資料 

４ 財貨・サービスの移出入（純） 基礎資料 

財貨・サービスの移出入（純） 

＝財貨・サービスの移出（FISIMを除く）－財貨・サービスの移入（FISIMを除く） 

 ＋著作権等サービスの移出入（純）＋FISIMの移出入（純） 

 

１ 財貨・サービスの移出入（ＦＩＳＩＭを除く） 

（１）移出額 

経済活動別移出額＋非市場生産者（政府）の産出額（中央政府等）－財貨・サービ

スの販売（中央政府等）－自己勘定総固定資本形成（Ｒ＆Ｄ）（中央政府等） 

熊本県産業連関表 

国民経済計算年次推計 

内閣府資料 
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４ 財貨・サービスの移出入（純）（続き） 基礎資料 

（２）移入額 

経済活動別中間投入額(合計)×経済活動別移入率×県産業連関表各部門列構成比 

民間最終消費支出×経済活動別移入率×県産業連関表各部門列構成比 

最終消費支出（一般政府）×経済活動別移入率×県産業連関表各部門列構成比 

総資本形成額×経済活動別移入率×県産業連関表各部門列構成比 

 

２ 著作権等サービスの移出入（純） 

著作権等サービスの移出入（純）は、財貨・サービスの移出額・移入額の推計過程で

用いる全国値に内包されているため、個別の推計はない。 

 

３ ＦＩＳＩＭの移出入 

FISIM移出入（純）＝FISIM県内産出額－FISIM県内消費額の合計 

▷FISIM県内消費額 

 県内生産活動部門の FISIM中間消費額＋最終需要部門の FISIM消費額 

 

５ 統計上の不突合 基礎資料 

統計上の不突合 

＝県内総生産（生産側）－（民間最終消費支出＋地方政府等最終消費支出＋県内総資

本形成＋財貨・サービスの移出入（純）） 

 

６ 域外からの要素所得（純） 基礎資料 

域外からの要素所得（純） 

＝県民所得－県内所得 

＝県民純生産（要素費用表示）－ 県内純生産（要素所得表示） 
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令和３年度(2021 年度)熊本県 

(全国・九州)の社会・経済トピックス 
 

年月 熊本県 全国・九州 

R３年 

4 月 

・「アミュプラザくまもと」が開業 ・新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、緊

急事態宣言の再発令 

5 月 ・まん延防止等重点措置 ・緊急事態宣言の延長（6 月 20 日まで） 

6 月 

 

・まん延防止等重点措置が解除 

・新型コロナウイルス感染症対策に係る県独

自の飲食店認証制度を創設 

・熊本城天守閣内部の一般公開を開始 

・9 都道府県で緊急事態宣言の解除 

7 月 

 

・国道 219 号（人吉方面）の一般車両通行再

開 

・『ONE PIECE』熊本復興プロジェクトの一環

でナミ像を西原村に設置 

・静岡県熱海市伊豆山地区土砂災害が発生 

・緊急事態宣言の再発令（東京都） 

・東京 2020オリンピック・パラリンピック競

技大会が開幕 

8 月 

 

・県と安藤忠雄建築研究所が「こども図書

館」の整備に係る協定を締結 

・まん延防止等重点措置 

・みずほ銀行でシステム障害 

・緊急事態宣言の再発令（8 道県） 

9 月 

 

・まん延防止等重点措置が解除 ・デジタル庁設置 

・緊急事態宣言の解除 

・東京 2020オリンピック・パラリンピック競

技大会が閉幕 

10 月 

 

・全国旅行支援｢くまもと再発見の旅｣を再開 

・阿蘇山の噴火警戒レベルを 3 に引上げ 

・『ONE PIECE』熊本復興プロジェクトの一環

でロビン像を南阿蘇村に設置 

・菅内閣が総辞職 

・岸田内閣発足 

・衆議院解散 

・眞子さま御結婚 

11 月 

 

・くま川鉄道が部分運行を開始 

・TSMC とソニーグループが共同で菊陽町に

半導体工場の建設を発表 

・第 2 次岸田内閣が発足 

・新型コロナウイルスのオミクロン株が国内

初確認 

12 月 

 

・高病原性鳥インフルエンザが発生（南関

町） 

・真鍋淑郎氏がノーベル物理学賞受賞 

・前澤友作氏が日本の民間人で初の宇宙旅行 

R４年 

1 月 

・『ONE PIECE』熊本復興プロジェクトの一環

でゾロ像を大津町に設置 

・県産あさりの産地偽装問題が判明 

・まん延防止等重点措置 

・まん延防止等重点措置（34 都道府県） 

2 月 

 

・県産あさりの緊急出荷停止宣言 ・藤井聡太棋士が 10 代初の五冠達成 

・新型コロナ感染症患者が累計 500 万人超 

3 月 

 

・まん延防止等重点措置が解除 ・まん延防止等重点措置が解除 

・福島県沖で M7.4 の地震（最大震度 6 強）

が発生 

・電力需給逼迫警報が発令 

・ウクライナ大統領が国会演説 
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電子データの入手 

１ 入手方法 

熊本県ホームページの以下のサイトから入手できます。 

https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/20/1226.html 

 

 

 

 

※熊本県ホームページのトップページ「ページ番号でさがす」に「1226」を入力し、検索ボタ

ンを押してください。 
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